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議案説明書 

総合政策部 市民税課 

提出議会：令和８年第２回定例会 

 

１ 案件名 

議案第６６号 市長の専決処分事項の承認について（佐野市税条例の改正） 

（市民税課所管部分） 

 

 

２ 概要 

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）の公布に伴い、市民税

等に係る所要の規定を整備する。 

 

３ 理由及び趣旨、目的、内容等 

【市民税関係】 

 (１)特定大口株主配当等の特定配当等への追加（第３３条） 

特定大口株主配当等（納税義務者が自己の同族会社である法人と合計した株

式保有割合が３%以上となる内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等）

については「総合課税」が義務付けられているとともに、特定配当等（配当等

支払時の住民税の特別徴収）の対象外とされていたが、引き続き「総合課税」

は維持しつつ、一般の上場株式等の配当と同様に特定配当等の対象となる。 

(２)肉用牛の売却による事業所得に係る個人市民税の課税の特例の適用期限の延

長（附則第８条） 

肉用牛生産農家が一定の方法により免税対象飼育牛を売却した場合におけ

る、事業所得に対する個人市民税の所得割を免除する特例の適用期限を３年延

長する。 

(３)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の

特例の適用期間の延長（附則第１７条の２） 

    地方公共団体や特定の民間事業者等が行う優良な宅地造成事業等のために、

所有期間が５年を超える土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得金額のうち２，

０００万円以下の部分に対する住民税の税率が軽減される特例について、適用

期限を３年延長する。 

【軽自動車税関係】 

(１)軽自動車税（環境性能割）の廃止 

軽自動車税（環境性能割）の廃止に伴い所要の規定を整備する。 

(２)グリーン化特例の延長 

   グリーン化特例の適用期限を２年間延長する。 

 

４ その他の事項 

施行日 令和８年４月１日 
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議案説明書 

総合政策部 資産税課 

提出議会：令和８年第２回定例会 

 

１ 案件名 

  議案第６６号 市長の専決処分事項の承認について（佐野市税条例の改正） 

（資産税課所管部分） 

 

 

２ 概要 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）の公布に伴い、固定資

産税に係る所要の規定を整備する。 

 

 

３ 理由及び趣旨、目的、内容等 

【固定資産税関係】 

(１)再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の規定の改正に伴い

附則第１０条の２第８項から第１３項までを削除し、及び引用条項のずれ等を

整備する。（附則第１０条の２第３項から第７項まで） 

(２)地方税法の改正に伴い生じた引用条項のずれ及び(１)の規定の削除に伴う項

ずれを整備する。（附則第１０条の２第８項から第１３項まで） 

(３)(１)の規定の削除に伴う項ずれを整備する。（附則第１０条の２第１４項及び

第１５項） 

(４)地方税法等の改正に伴い生じた引用条項のずれを整備する。（附則第１０条の

３第７項から第９項まで、第１１項及び第１４項） 

 (５)利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対する減額の規定の

改正に伴い附則第１０条の３第１５項を削除する。 

 

 

４ その他の事項 

  施行日 令和８年４月１日 

  


